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障がい者を取り巻く社会環境の変化及びニーズ調査結果について. 

  

１ 障がい者を取り巻く社会状況の変化について・・・・・・・・・・・・・・参考資料３－１ 

 ⑴ 障害者権利条約の批准 

・ 平成２６年１月２０日に国連事務局に批准書が寄託され，同年２月１９日に障害者権利条約が

発効 

 ⇒ 平成２８年度においては，締結国・地域数１７２箇所が条約を批准 

 

⑵ 障害者基本法の改正（平成２３年８月） 

  ・ 障がい者の定義の見直し 

⇒ 「身体障がい，知的障がい，精神障がい（発達障がいを含む）その他の心身の機能の障がい

がある者であって，障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制

限を受けるもの」（社会モデルの考え方に基づくもの） 

 

⑶ 障害者差別解消法の施行（平成２８年） 

  ・ 障害者基本法に規定された「差別の禁止」を具体化するものであり，全ての国民が障がいの有

無によって分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に資することを目的に，平成２５年６月に成立し，平成２８年４月から施行された。 

・ 社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮について，実施に伴う負担が過重でない場

合，国の行政機関や地方公共団体等については義務とされ，民間事業者については努力義務とさ

れている。 

 

⑷ 障害者総合支援法の３年後見直し（平成２８年） 

・ 一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者などの意思を尊重した地域生活を支援するため，

定期的な巡回訪問や随時の対応をする「自立生活援助」や就労に伴う生活面の課題に対応できる

よう，事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり支援する「就労定着支援」を創

設（平成３０年施行） 

 

⑸ 児童福祉法の改正（平成２８年） 

・ 障害児福祉計画の策定 

⇒ 児童福祉法に基づく障がい児通所・入所支援などについて，サービスの提供体制を計画的に

確保するため，都道府県及び市町村において障がい児福祉計画を策定する等の見直しを実施 

 

⑹ ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月） 

・ 子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域，暮らし，生きがいを共に創り，高め合うこ

とができる「地域共生社会」の実現を目指す。 

 

⑺ 雇用・就業について 

・ 「障害者雇用率」の改定（平成３０年４月施行予定） 

⇒ 民間事業主については，2.3％（現行は 2.0％） 

参考資料３ 
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   国・地方公共団体等については，2.6％（現行は 2.3％） 

   教育委員会については，2.5％（現行は 2.2％） 

   ※ 施行後，３年未満の経過措置有り。（それぞれ 0.1％低い。） 

 

⑻ スポーツについて 

  ・ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催（平成３２年予定） 

  ・ 第７７回国民体育大会・第２２回全国障害者スポーツ大会の開催（平成３４年予定） 

 

２ 本市における状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参考資料３－２ 

 ⑴ 人口と障がい者手帳所持者の状況 

本市における障がい者手帳所持者は，２２，１９５人と年々増加傾向にあり，特に，精神障がい者

保健福祉手帳所持者の伸び率が高い傾向にある。また，障がい者手帳所持者の本市人口に占める割合

は，平成２９年３月３１日で４．２５％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 難病患者等の状況 

・ 難病の患者に対する医療費助成については，これまでは法律に基づかない予算事業（特定

疾患治療研究事業（５６疾患））として実施されていたが，良質かつ適切な医療の確保を図る

ことを目的として，平成２７年１月に難病法が施行され，現在，対象疾患は，３３０疾患に

拡大され，年々受給者は増加している。 

＜指定難病医療費助成事業の受給者数の推移＞ 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

受給者数 ２，９２８人 ３，１９７人 ３，６０９人 

 

⑶ 障がい福祉サービス給付費及び利用者数 

・ 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの利用に係る利用者数は年々増加傾向にあり，

平成２４年度から平成２８年度では約３０％増加し，平成２８年度において３，７０９人となっ

ている。 

    また，障がい福祉サービスの提供に係る経費も同様に増加傾向にあり，平成２４年度から平成

２８年度では約４０％増加し，平成２８年度において約６２億９千万円となっている。国全体に

おいても１０年間で２倍以上増加している。 
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３ アンケート調査結果の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・参考資料３－３ 

 ⑴ 障がい福祉サービス利用者等向けアンケート 

  （※平成２９年４月実施，発送数３，２４１人，回答数１，９３８人，回収率５９．８％） 

 ① 介護者について 

・ 主な介護者については，「父母・祖父母・兄弟」が３８．６％と最も多く，次に「配偶者」が 

２１．１％と約６割が家族が介護をしている状況である。 

   ・ また，介護者の性別については，７６．１％が「女性」で，年齢も「６０歳以上」が４４．

４％を占めており，今後，より介護者の高齢化が進んでいく状況である。 

  ② 生活について 

 ・ 現在の暮らしについては，「家族と暮らしている」が５３．０％と最も多く，次に「親と暮ら

している」が２１．９％と約７割が家族と暮らしている。 

・ 今後希望する生活については，「今までと同じように暮らしたい」が５９．５％と最も多く，

「一人で暮らしたい」，「グループホームで暮らしたい」など地域で暮らしたいと回答した人は，

合せて１７．９％となっている。 

・ 将来「グループホームで暮らしたい」と回答した人にうち，「何年後かはわからないが，将来

の入居を検討」している人が５８．１％と最も多く，また，市内のグループホームを希望する

人が９２．２％で市外を希望する人が７．６％となっている。 

  ③ 就労等について 

 ・ 日中の主な過ごし方については，「自宅で過ごしている」が３４．６％と最も多く，「福祉施

設や作業所等で工賃（賃金）を得る仕事をしている」・「一般企業，自営業，家業などで給料を

得て仕事をしている」と回答した人が約３割となっている。 

  ・ 就労支援で必要なことについては，「職場の障がい者への理解」が３２．３％と最も多く，次

に「あらゆる業種での障がい者の採用枠の拡大」が１９．７％となっている。 

  ④ 相談について 

  ・ 困ったことの相談相手については，「家族や親戚」が３７．１％と最も多く，次に「知人・友

人」が１１．９％となっており，「相談する人がいない，わからない」と回答した人は３．４％

となっている。 
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 ⑤ 障がい福祉サービス等について 

 ・ 障がい福祉サービスの満足度について，「やや不満」，「不満」と回答した人の割合が３割を超

えているサービスについては，「短期入所（ショートステイ）」，「医療型児童発達支援」，「保育

所等訪問支援」，「移動支援事業」となっている。 

  ・ 現在サービスを利用しておらず，「今後利用したい」と回答したサービスについては，「相談

支援（計画相談・地域移行支援・地域定着支援）」が４５．１％と最も多く，次に「短期入所（シ

ョートステイ）」となっている。 

 ⑥ 災害対策について 

  ・ 日頃からの備えについては，「特に対策を立てていない」が５１．８％と最も多く，次に「家

族と避難方法を決めている」が２８．２％となっており，不安に思うことについては，「避難所

で他の人と生活することが難しいこと」が５０．６％と最も多く，次に「避難所まで自力でい

けないこと」が４９．０％となっている。 

⑦ 障がい者差別について 

 ・ 差別を解消するために必要なことについては，「市民や民間事業者に対して障害者差別解消法

に関する周知・啓発を行う」が５１．２％と最も多く，また，「特にない」，「差別を感じること

はない」と回答した人が３７．１％となっている。 

⑧ 今後のサービスの充実について 

・ サービスの充実については，「サービスの利用について，申請や手続き方法をわかりやすくし

てほしい」が５０．０％と最も多く，次に「福祉に関する様々な相談機能を充実させてほしい」

が４５．８％，「サービスに関する費用負担を軽くしてほしい」が３７．１％となっている。 

  

⑵ 障がい福祉サービス提供事業者向けアンケート 

（※平成２９年４月実施，発送数１６８事業所，回答数１１３事業所，回収率６７．３％） 

① 事業運営について 

・ 事業を運営する上での課題については，「職員の確保」が７３．７％と最も多く，次に「職員

の育成」が７１．９％，「報酬単価の低さ」が３６．８％となっている。 

② 職員について 

 ・ 職員の充足状況については，「やや不足している」が５４．６％と最も多く，「非常に不足し

ている」との回答も１３．０％となっており，併せて約７割の事業所が職員不足を感じている。 

③ 障がい福祉サービス等の提供について 

・ 利用ニーズが増えていると６割以上回答しているサービスについては，「短期入所（ショートス

テイ）」，「グループホーム」，「相談支援（計画相談・地域移行支援・地域定着支援）」となってい

る。 

④ グループホーム等について 

・ 将来グループホームの利用を検討している利用者については，「何年後かはわからないが，将

来の入居を検討」が７６．７％と最も多く，次に「１年以内の入居を検討」が１２．７％とな

っている。また，「市内のグループホームを希望」が９６．６％で，「市外のグループホームの

希望」が３．４％となっている。 
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・ グループホームが設置促進されるために必要なことは，「グループホーム建設に対する公的支

援，補助制度の充実」と回答した事業所が最も多く，次に「建設用地の確保」，「入所・通所施

設や病院と同一敷地内への建設許可」が多くなっている。 

・ 地域移行や親なき後に必要なことは，「夜間の支援体制の充実（緊急時の対応，介護・医療的

ケア等）」が７８．０％と最も多く，次に「地域住民の正しい理解や協力が６７．０％となって

いる。 

⑤ 障がい児への支援について 

・ 障がい児への支援に必要なことは，「障がいの早期発見，早期支援の充実」が６６．０％と最

も多く，次に「医療・保健・教育との連携強化，情報交換の場の設定」が６２．８％，「放課後

や長期休業時などの預け先の充実」が６０．６％となっている。 

⑥ 就労について 

・ 一般就労に必要なことは，「施設・事業所と企業のつながり・情報交換」が７６．５％と最も

多く，次に「企業，社会全体が支えあう仕組みづくり」が６６．７％となっている。 

・ 工賃の向上に必要なことは，「事業所の経営改善のための支援の強化」が６６．７％と最も多

く，次に「施設製品の販売先の拡充」が６５．６％となっている。 

⑦ 災害対策について 

  ・ 災害対策の取組については，「緊急連絡網の作成」が５８．６％と最も多く，次に「災害発生

時対応マニュアルの作成」と「定期的な避難訓練の実施」がそれぞれ５７．７％となっている。 

⑧ 障がい者差別について 

  ・ 合理的配慮を進めていくために必要なことは，「市民や民間事業者に対して障害者差別解消法

に関する周知・啓発を行う」が７４．１％と最も多く，次に「障害者差別解消法に係るセミナ

ー等の開催」と「障がい当事者を講師とした市民・民間事業者向けの研修」がそれぞれ３９．

８％となっている。 

 

４ 関係団体との意見交換会結果の概要について・・・・・・・・・・・・・参考資料３－４ 

  （※平成２９年５月～６月実施，宇都宮市障害者福祉会連合会など７団体） 

 ⑴ 就労について 

・ 本人の信頼できるジョブコーチや専任の上司をつけてほしい。長いスパンでケアできる体制を

つくってほしい。 

 ・ 企業や職場の同僚の障がい者へ対する理解が重要である。 

・ ハードルを高くして一般企業にいってもダメになってしまう場合もあるので，２，３年かけて

福祉的就労を経験してから就職するのも良い。 

 

⑵ 相談について 

・ どこの窓口に相談したら良いかわからない。ワンストップで意見をきけると良い。 

・ よろず相談ができるような窓口があった方が良い。 

・ 今の相談支援体制の問題は，ライフステージに合せた支援を受ける計画ではなく，サービスを

利用するためだけの計画作成になっている。どうして計画相談が必要かわかっていない。 
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・ 相談員の質の向上が重要である。 

 

⑶ 障がい福祉サービス等について 

 ・ 移動支援について，学校や施設の送り迎えでも利用したい。 

・ 短期入所について，土日は利用者が多いため利用を断られることが多々ある。切実な願いとし

て短期入所を増やしてほしい。稼働率だけを見ないでほしい。 

・ 同行援護について，相当前に予定を組まないと利用できない。 

・ 行動援護は，軽度であれば訓練になるため，軽度ほど必要ではないか。自立に向かって使える

サービスがあれば良い。 

 

⑷ 今後の生活について 

 ・ グループホームを増やしてほしい。 

 ・ 同一敷地内への建設など，グループホームの規制緩和が必要である。 

 ・ 空き家を活用してグループホームを作ってほしい。 

・ 体験型のグループホームが大切である。 

 ・ 慣れるためには，訓練や体験をしてもらうことが重要であり，他の場所に泊まることが当たり

前にならないといけない。 

・ 成年後見制度について，受け皿がないという問題があるため，自治体の支援が必要である。具

体的な支援策の検討を進めてほしい。 

 

⑸ 障がい者差別について 

 ・ 大人になると差別や偏見を取り除くのは難しいため，義務教育の中に入れてほしい。学校での

子どもの理解の環境づくりをプランに入れてほしい。 

 ・ 通院などの目に見えない部分も合理的配慮だということを浸透させてほしい。 

・ 新しい建物は設備が整っているが，古い建物はバリアフリー化されていない。 

 ・ 建物のバリアフリーよりも心のバリアフリーが大切である。 

 

⑹ 障がい者のスポーツ大会について 

 ・ スポーツ大会に観戦に来た人が宇都宮の街中を楽しく歩けるようにしてほしい。 

・ スポーツする機会が増えれば良い。参加できるイベントの周知をしてもらえると良い。平成３

４年にスポーツ大会があるということも周りの人は知らないので周知してもらえると良い。 

 ・ 選手の育成や練習する場所の確保が課題となっている。また，地域にあるスポーツクラブに参

加してやることが重要ではないか。 

 

⑺ 障がい児への支援について 

・ 乳幼児期については，母親が凄く不安になる時期であり，母親に対する支援が必要である。 

・ 親が相談に行かないと子どもも見てもらえないため，１対１ではなく，アドバイスがもらえる

ような気軽に集まれる場所があると良い。 
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・ 医療的ケアの必要な子どもは，かかりつけ医が増えることが大切である。また，退院支援につ

いて，重症児に強い相談員をどう育成していくかが重要である。 

 

⑻ その他 

  ・ リハビリテーションを充実してほしい。また，訓練する人の養成をしてほしい。 

  ・ 全ての施設に文字情報が流れるディスプレイを設置してほしい。 

・ 他市では２４時間３６５日の医療相談があり，夜中眠れないときに相談できる場所があって安

心できる。 

・ タクシー券について，親が高齢化しているため，療育手帳のＢ１も対象にしてほしい。 

 

 


